
東海第二発電所及び敦賀発電所１，２号機の耐震安全性評価実施計画書の提出について

　当社は、「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」等の改訂に伴う経済産業省原子力

安全・保安院の指示（＊１）に基づき、本日、東海第二発電所及び敦賀発電所１，２号機の耐震

安全性評価実施計画書を原子力安全・保安院に提出しましたのでお知らせします。

　本計画書に基づき、平成１９年３月にかけて地質調査（＊２）を行い、その後、耐震安全性評

価を実施してまいります。敦賀発電所１，２号機の耐震安全性評価では、現在実施している

敦賀発電所３，４号機の安全審査に係る追加調査（＊３）の結果も反映します。

また、指針改訂の趣旨を踏まえ、更なる安全性向上に努める観点から、適宜、耐震性向上

対策を自主的に実施していきます。

　なお、新耐震設計審査指針に対応するため敦賀発電所３，４号機の建設工程への影響を、

今後検討していきます。

以　上

（＊１）「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」等の改訂に伴う既設発電用原子炉施設の耐震安全性の評

価等の実施について（平成１８年９月２０日付）

（＊２）耐震指針改訂に伴う耐震安全性評価のため、これまでの地質調査を補完する目的で実施している調査（平

成１８年６月２１日公表済）。東海第二については平成１８年７月から、敦賀については平成１８年９月

から開始済み。

（＊３）原子力安全・保安院の指示に基づき、安全審査に万全を期すため実施している調査（平成１７年２月

２２日公表済）。調査結果は、上記の耐震指針改訂に伴い開始している敷地近傍の調査結果とあわせ総

合的に評価し、原子力安全・保安院に報告する。

　添付資料：東海第二発電所及び敦賀発電所１，２号機の耐震安全性評価実施計画書の概要

　参考資料１：東海第二発電所の耐震安全性評価実施計画書
　参考資料２：敦賀発電所の耐震安全性評価実施計画書

平成１８年１０月１８日

日本原子力発電株式会社



１．評価対象施設

　評価対象としては、新耐震指針における耐震重要度分類によるＳクラスの機器･配管系及び建

物･構築物等を評価対象とする。また、Ｂクラス及びＣクラスの設備等のうち、その破損により

Ｓクラスの設備等へ波及的影響を及ぼすおそれのあるものについても評価対象とする。

　上記方針に基づき、発電所ごとに選定した評価対象設備等は以下のとおり。

　（１）東海第二発電所（沸騰水型軽水炉：定格電気出力１１０万キロワット）

検討項目 対象設備等

基礎地盤 原子炉建屋基礎地盤

建物・構築物 原子炉建屋、使用済燃料乾式貯蔵建屋＊1

機器・配管系 原子炉本体、原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、

燃料設備、放射線管理設備、原子炉格納施設、附帯設備

屋外重要土木構造物 海水ポンプ室

地震随伴事象 周辺斜面、津波

　＊1：使用済燃料乾式貯蔵容器を収納しているもの。

　（２）敦賀発電所１号機（沸騰水型軽水炉：定格電気出力３５万７千キロワット）

検討項目 対象設備等

基礎地盤 原子炉建屋基礎地盤

建物・構築物 原子炉建屋、タービン建屋＊2、サービス建屋＊3

機器・配管系 原子炉本体、原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、

燃料設備、放射線管理設備、原子炉格納施設、附帯設備

屋外重要土木構造物 海水ポンプ室、海水管ダクト

地震随伴事象 周辺斜面、津波

　＊2：非常用ディーゼル発電機を収納しているもの。

　＊3：中央制御室を配置しているもの。

　（３）敦賀発電所２号機（加圧水型軽水炉：定格電気出力１１６万キロワット）

検討項目 対象設備等

基礎地盤 原子炉建屋基礎地盤

建物・構築物 原子炉建屋、原子炉補助建屋

機器・配管系 原子炉本体、原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、

燃料設備、放射線管理設備、原子炉格納施設、附帯設備

屋外重要土木構造物 海水ポンプ室、海水管ダクト

地震随伴事象 周辺斜面、津波

２．評価手順

評価手順は、保安院の指示に従い、以下の手順により耐震安全性評価を実施する。

３．実施工程

施設名 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成21年度

東海第二発電所

敦 賀 発 電 所       

（注）上記工程は、評価の進捗によって変更する場合がある。

　

耐震安全性評価 　　　　H21 年 3 月

東海第二発電所及び敦賀発電所１,２号機の耐震安全性評価実施計画書の概要

　平成１８年９月１９日、原子力安全委員会において、新しい「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」（以下「新耐震指針」という。）が決定され、これに伴い、９月２０日、経済産業省原子力

安全・保安院（以下「保安院」という。）から、稼動中の発電用原子炉施設について、新耐震指針に照らした耐震安全性評価を実施し、報告するよう指示を受けた。

　当社は、この指示に基づき、東海第二発電所及び敦賀発電所１,２号機の耐震安全性評価実施計画書を作成し、本日、保安院に提出した。今後は、同計画書に基づき、耐震安全性評価を実施していく。

　なお、「残余のリスク」の評価については、同計画書に基づく耐震安全性評価とは別に、最新の知見及び手法に基づき実施していく。

地質調査 H19 年 3 月
耐震安全性評価 　H20 年 12 月

地質・地盤調査 H19 年 3 月

基準地震動Ｓｓの策定

地質調査・地震調査

断層位置・長さ等

敷地ごとに震源を特定して

策定する地震動

震源を特定せず

策定する地震動

地震動の超過確率

検討用地震の選定

耐震重要度分類

基準地震動Ｓｓ

断層モデルを用いた

手法による地震動評価

応答スペクトルに基づく

手法による地震動評価

屋外重要土木構造物

の耐震安全性評価

安全上重要な機器・配管系

の耐震安全性評価

安全上重要な建物・構築物

の耐震安全性評価

施設の耐震安全性評価

参照

原子炉建屋基礎地盤

の安定性評価

地震随伴事象に対する考慮

（周辺斜面の安定性）

地震随伴事象に対する考慮

（津波に対する安全性）

解析結果等 解析結果等

添付資料
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１．概要

原子力安全委員会において、平成 18 年 9 月 19 日付けで「発電用原子炉施

設に関する耐震設計審査指針」（以下「新耐震指針」という｡）が決定された。

これに伴い、経済産業省原子力安全・保安院より、当社は、「「発電用原子

炉施設に関する耐震設計審査指針」等の改訂に伴う既設発電用原子炉施設の

耐震安全性の評価等の実施について」（平成 18・09・19　原院第６号　平成

18 年 9 月 20 日　以下「指示文書」という｡）に基づき、稼動中の発電用原

子炉施設について、新耐震指針に照らした耐震安全性の評価を実施し、報告

するよう指示を受けた。

本計画書は、指示文書に基づき、当社が実施する東海第二発電所の耐震安

全性評価の計画について取りまとめたものである。

なお、指示文書における「残余のリスク」の評価については、本計画書に

おける耐震安全性評価とは別に、最新の知見及び手法に基づき実施すること

とし、耐震安全性評価の報告以降、速やかに報告を行う。

２．東海第二発電所の概要

東海第二発電所には、１基の原子力発電設備を有しており、電気出力は

約 1,100MWe である。原子力発電設備の概要を表１に示す。

３．評価対象施設

　本計画書を適用して、耐震安全性評価を実施する対象施設は、東海第二発

電所とする。

　上記施設において、評価対象となる機器・配管系及び建物・構築物等の選

定に当たっては、「原子炉の緊急停止のために急激に負の反応度を付加す

る」、「原子炉停止後、または原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故後、炉心

から崩壊熱を除去する」、「原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故の際に、圧

力障壁となり放射性物質の放散を直接防ぐ」等の安全機能の保持の観点から、

Ｓクラスの機器・配管系及び建物・構築物等を評価対象とする。また、Ｂク

ラス及びＣクラスの設備等のうち、その破損によりＳクラスの設備へ波及的

影響を及ぼすおそれのあるものについても評価対象とする。

　上記の方針に基づく発電所の評価対象の概要を表２に示す。
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４．実施工程

東海第二発電所の耐震安全性評価の実施工程を表３に示す。

表３に示すとおり耐震安全性評価に当たっては、現在、地表地質調査等を

実施中であり、調査の結果については、基準地震動 Ss の策定等に反映し、

各施設の耐震安全性評価を実施する予定である。

　なお、表３に示す工程は、評価の進捗によって変更する場合がある。

５．評価手順

耐震安全性評価に当たっては、指示文書に添付された「新耐震指針に照ら

した既設発電用原子炉施設等の耐震安全性の評価及び確認に当たっての基

本的な考え方並びに評価手法及び確認基準について」（以下「耐震安全性評

価手法」という。）に基づき、図１に示す全体検討フローに沿って実施する。

また、関連法令に従うとともに、各学協会規格等に準拠して実施するものと

する。

全体検討フローの各項目の具体的な実施内容は以下のとおりである。

5.1 基準地震動Ｓｓの策定

耐震安全性評価に用いる基準地震動 Ss は、耐震安全性評価手法に基

づき、敷地の解放基盤表面における水平方向及び鉛直方向の地震動とし

て策定する。

また、基準地震動Ssは、「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」

及び「震源を特定せず策定する地震動」それぞれを評価するものとし、

このうち、「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」については、

応答スペクトルに基づく地震動評価及び断層モデルを用いた地震動評

価を実施するものとする。

5.2 原子炉建屋基礎地盤の安定性評価

　原子炉建屋基礎地盤の安定性評価に当たっては、耐震安全性評価手法

に基づき、基準地震動 Ss に対し、地震時に十分な支持性能を有するこ

とを確認する。

5.3 安全上重要な建物・構築物の耐震安全性評価

　安全上重要な建物・構築物の耐震安全性評価に当たっては、耐震安全

性評価手法に基づき、基準地震動 Ss を用いた地震応答解析等により求

めた耐震壁の変形が評価基準を満足することを確認する。



－3－

5.4 安全上重要な機器・配管系の耐震安全性評価

　安全上重要な機器・配管系の耐震安全性評価に当たっては、耐震安全

性評価手法に基づき、基準地震動 Ss によって生じる機器・配管系の応

力、応答加速度等が評価基準を満足することを確認する。

なお、「事故時に生じる荷重」のうち必要なものについては、耐震安

全性評価手法に基づき、弾性設計用地震動 Sd との組み合わせを考慮す

る。

5.5 屋外重要土木構造物の耐震安全性評価

　屋外重要土木構造物の耐震安全性評価に当たっては、耐震安全性評価

手法に基づき、基準地震動 Ss による地震力に対し、耐力や変形などが

評価基準を満足することを確認する。

5.6 地震随伴事象に対する考慮

　地震随伴事象に対する考慮の検討に当たっては、耐震安全性評価手法

に基づき実施する。周辺斜面の安定性の検討においては、基準地震動 Ss
に対し、地震時のすべり安全率が評価基準を満足することを確認する。

また、津波に関する検討においては、評価用の津波水位に対する安全性

を確認する。

６． その他

　　　本計画書に基づく耐震安全性評価とあわせて、参考として、経年変化事

象による耐震安全性への影響評価も自主的に実施する。新耐震指針の改訂

趣旨を踏まえ更なる安全性の向上に努める観点から、適宜、耐震性向上対

策を自主的に実施していくこととする。

　　　

以　上
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表１　東海第二発電所の概要

　　発電所名
電気出力

（ＭＷe） 型式
原子炉設置

(変更)許可日

東海第二発電所 1,100 ＢＷＲ 1972 年 12 月 23 日

表２　東海第二発電所における評価対象

検討項目 対象設備等

基礎地盤 原子炉建屋基礎地盤

建物・構築物 原子炉建屋、使用済燃料乾式貯蔵建屋*1

機器・配管系 原子炉本体、原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、

燃料設備、放射線管理設備、原子炉格納施設、附帯設備

屋外重要土木構造物 海水ポンプ室

地震随伴事象 周辺斜面、津波

＊1　：　使用済燃料乾式貯蔵容器を収納しているもの。
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表３　耐震安全性評価実施工程（予定）

発電所名及び実施項目 工　程

　東海第二発電所

　　地質調査

　　耐震安全性評価

平成１９年３月

平成２０年１２月

－
５
－

▼ 平成１８年９月

耐震安全性評価指示

（注）上記工程は、評価の進捗によって変更する場合がある。
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図１　耐震安全性評価　全体検討フロー

基準地震動Ｓｓの策定

断層位置・長さ等

敷地ごとに震源を特定して

策定する地震動

地震動の超過確率

耐震重要度分類

基準地震動Ｓｓ 参照

検討用地震の選定

屋外重要土木構造物

の耐震安全性評価

安全上重要な機器・配管系

の耐震安全性評価

安全上重要な建物・構築物

の耐震安全性評価

施設の耐震安全性評価

原子炉建屋基礎地盤

の安定性評価

地震随伴事象に対する考慮

（周辺斜面の安定性）

地震随伴事象に対する考慮

（津波に対する安全性）

解析結果等 解析結果等

断層モデルを用いた

手法による地震動評価

応答スペクトルに基づく

手法による地震動評価

震源を特定せず

策定する地震動

地質調査・地震調査



－0－

敦賀発電所の

耐震安全性評価実施計画書

平成 18 年 10 月 18 日

日本原子力発電株式会社

参考資料２



－０－

目　　次

１． 概要 ･･････････ 1
２． 敦賀発電所の概要 ･･････････ 1
３． 評価対象施設 ･･････････ 1
４． 実施工程 　　 　　　　　　　　　　 ･･････････ 2
５． 評価手順 ･･････････ 2
６． その他 　 ･･････････ 3



－1－

１．概要

原子力安全委員会において、平成 18 年 9 月 19 日付けで「発電用原子炉施

設に関する耐震設計審査指針」（以下「新耐震指針」という。）が決定された。

これに伴い、経済産業省原子力安全・保安院より、当社は、「「発電用原子

炉施設に関する耐震設計審査指針」等の改訂に伴う既設発電用原子炉施設の

耐震安全性の評価等の実施について」（平成 18・09・19　原院第６号　平成

18 年 9 月 20 日　以下「指示文書」という。）に基づき、稼動中の発電用原子

炉施設について、新耐震指針に照らした耐震安全性の評価を実施し、報告す

るよう指示を受けた。

本計画書は、指示文書に基づき、当社が実施する敦賀発電所の耐震安全性

評価の計画について取りまとめたものである。

なお、指示文書における「残余のリスク」の評価については、本計画書に

おける耐震安全性評価とは別に、最新の知見及び手法に基づき実施すること

とし、耐震安全性評価の報告以降、速やかに報告を行う。

２．敦賀発電所の概要

敦賀発電所には２基の原子力発電設備を有しており、その総電気出力は約

1,517MWe である。各原子力発電設備の概要を表１に示す。

３．評価対象施設

　本計画書を適用して、耐震安全性評価を実施する対象施設は、敦賀発電所

１号機及び２号機とする。

　上記施設において、評価対象となる機器・配管系及び建物・構築物等の選

定に当たっては、「原子炉の緊急停止のために急激に負の反応度を付加す

る」、「原子炉停止後、または原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故後、炉心

から崩壊熱を除去する」、「原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故の際に、圧

力障壁となり放射性物質の放散を直接防ぐ」等の安全機能の保持の観点から、

Ｓクラスの機器・配管系及び建物・構築物等を評価対象とする。また、Ｂク

ラス及びＣクラスの設備等のうち、その破損によりＳクラスの設備へ波及的

影響を及ぼすおそれのあるものについても評価対象とする。

　上記の方針に基づく発電所ごとの評価対象の概要を表２及び表３に示す。
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４．実施工程

敦賀発電所の耐震安全性評価の実施工程を表４に示す。

表４に示すとおり耐震安全性評価に当たっては、現在、地表地質調査やボ

ーリング調査等の地質・地盤調査を実施中であり、調査の結果については、

基準地震動 Ss の策定等に反映し、各施設の耐震安全性評価を実施する予定

である。

　なお、表４に示す工程は、評価の進捗によって変更する場合がある。

５．評価手順

耐震安全性評価に当たっては、指示文書に添付された「新耐震指針に照

らした既設発電用原子炉施設等の耐震安全性の評価及び確認に当たっての

基本的な考え方並びに評価手法及び確認基準について」（以下「耐震安全性

評価手法」という。）に基づき、図１に示す全体検討フローに沿って実施す

る。また、関連法令に従うとともに、各学協会規格等に準拠して実施するも

のとする。

全体検討フローの各項目の具体的な実施内容は以下のとおりである。

5.1 基準地震動Ｓｓの策定

耐震安全性評価に用いる基準地震動 Ss は、耐震安全性評価手法に基

づき、敷地の解放基盤表面における水平方向及び鉛直方向の地震動とし

て策定する。

また、基準地震動Ssは、「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」

及び「震源を特定せず策定する地震動」それぞれを評価するものとし、

このうち、「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」については、

応答スペクトルに基づく地震動評価及び断層モデルを用いた地震動評

価を実施するものとする。

5.2 原子炉建屋基礎地盤の安定性評価

　原子炉建屋基礎地盤の安定性評価に当たっては、耐震安全性評価手法

に基づき、基準地震動 Ss に対し、地震時に十分な支持性能を有するこ

とを確認する。

5.3 安全上重要な建物・構築物の耐震安全性評価

　安全上重要な建物・構築物の耐震安全性評価に当たっては、耐震安全

性評価手法に基づき、基準地震動 Ss を用いた地震応答解析等により求

めた耐震壁の変形が評価基準を満足することを確認する。



－3－

5.4 安全上重要な機器・配管系の耐震安全性評価

　安全上重要な機器・配管系の耐震安全性評価に当たっては、耐震安全

性評価手法に基づき、基準地震動 Ss によって生じる機器・配管系の応

力、応答加速度等が評価基準を満足することを確認する。

なお、「事故時に生じる荷重」のうち必要なものについては、耐震安

全性評価手法に基づき、弾性設計用地震動 Sd との組み合わせを考慮す

る。

5.5 屋外重要土木構造物の耐震安全性評価

　屋外重要土木構造物の耐震安全性評価に当たっては、耐震安全性評価

手法に基づき、基準地震動 Ss による地震力に対し、耐力や変形などが

評価基準を満足することを確認する。

5.6 地震随伴事象に対する考慮

　地震随伴事象に対する考慮の検討に当たっては、耐震安全性評価手法

に基づき実施する。周辺斜面の安定性の検討においては、基準地震動 Ss
に対し、地震時のすべり安全率が評価基準を満足することを確認する。

また、津波に関する検討においては、評価用の津波水位に対する安全性

を確認する。

６． その他

　　　本計画書に基づく耐震安全性評価とあわせて、参考として、経年変化事

象による耐震安全性への影響評価も自主的に実施する。新耐震指針の改訂

趣旨を踏まえ更なる安全性の向上に努める観点から、適宜、耐震性向上対

策を自主的に実施していくこととする。

　　　また、本計画書に基づく耐震安全性評価終了後、この結果を踏まえて、

既に実施されている高経年化技術評価についても、Ｓクラスの機器・配管

系及び建物・構築物等について速やかに評価の見直しを実施する。

以　上
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表１　敦賀発電所の概要

発電所名 号機
電気出力

（ＭＷe） 型式
原子炉設置

(変更)許可日

１号機  357 ＢＷＲ 1966 年　4 月 22 日

敦賀発電所

２号機 1,160 ＰＷＲ 19８2 年　1 月 26 日

表２　敦賀発電所１号機における評価対象

検討項目 対象設備等

基礎地盤 原子炉建屋基礎地盤

建物・構築物 原子炉建屋、タービン建屋*1、サービス建屋*2

機器・配管系 原子炉本体、原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、

燃料設備、放射線管理設備、原子炉格納施設、附帯設備

屋外重要土木構造物 海水ポンプ室、海水管ダクト

地震随伴事象 周辺斜面、津波

＊1　：　非常用ディーゼル発電機を収納しているもの。

＊2　：　中央制御室を配置しているもの。

表３　敦賀発電所２号機における評価対象

検討項目 対象設備等

基礎地盤 原子炉建屋基礎地盤

建物・構築物 原子炉建屋、原子炉補助建屋

機器・配管系 原子炉本体、原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、

燃料設備、放射線管理設備、原子炉格納施設、附帯設備

屋外重要土木構造物 海水ポンプ室、海水管ダクト

地震随伴事象 周辺斜面、津波



－5－

表４　耐震安全性評価実施工程（予定）

発電所名及び実施項目 工　程

　敦賀発電所１号機

　　地質・地盤調査

　　耐震安全性評価

　敦賀発電所２号機

　　地質・地盤調査

　　耐震安全性評価

平成１９年３月

平成２１年３月

平成１９年３月

平成２１年３月

－
５
－

▼ 平成１８年９月

耐震安全性評価指示

（注）上記工程は、評価の進捗によって変更する場合がある。
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図１　耐震安全性評価　全体検討フロー
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